


様式①
今後の道路行政についての意見・提案

①道路行政全般について改善すべき点，要望や提案など 徳 島 県

《改善すべき点等》
（１）都市と地方が相互補完する新たな総合評価手法等について

①地方の実情を踏まえた総合評価手法の導入
中山間地域では，唯一の公共交通機関であるバスも，過疎化，バス事業の採算性の悪化による減便により，利便性が低下し

ており，高齢者をはじめとする住民の大部分は，通勤・通学や地域の経済活動，救命救急活動など，あらゆる分野において自
動車交通に依存している。しかしながら，その道路整備は，急峻で脆弱な地形等により，質・量ともに非常に遅れており，唯
一の幹線道路さえ度々，豪雨等による落石，山腹崩壊による通行止めが発生し，大きな社会損失が生じている。

こうした中山間地域における道路の事業評価については，全国一律の採算性，費用便益分析など，経済効率を基準とする評
価だけでは，地域の実情を十分に反映することは難しく，地方の道路事業の必要性が十分に理解されない状況にある。

このため，格差是正や均衡ある国土の形成の観点から，従来の事業評価手法に加えて，地方の道路が持つ新たな直接的効果
や間接的効果を十分に踏まえるとともに，上位の地域計画等に照らし，費用便益（B/C）が１以下でも，国や地方が高度で総
合的な判断のもと事業採択できる仕組みを構築すること。

②地域の実情に柔軟に対応した整備手法
本県では，中山間地域において２車線で整備すべき道路においても，当面は，ローカルルールを適用し，１．５車線的道路

整備としての待避所整備やすれ違い困難区間への「対向車接近表示システム」の導入など，創意工夫を行いながら取り組んで
いるところである。一方，中山間地域をはじめ地方では，人口減少，高齢化が進展する中，生活スタイルや経済活動も変化し
ており，より地域の実情に柔軟に対応した道路整備が求められる。

このため，こうした地域の課題に的確に対応するため，道路管理者の判断による道路構造規格の採用等，地方の裁量拡大を
図るとともに，過疎地域における「命の道」の整備に対し，過疎対策の一つとして 「道路整備事業に係る国の財政上の特別，
措置に関する法律」の見直しに伴い，国の補助率等の大幅な嵩上げなど財政支援措置を行うこと。

《要望・提案》
地域間格差の是正や地方重視の考えのもと，地方の道路整備に対する高いニーズを十分に把握し，今後とも，道路整備に必要

な財源を十分に確保するとともに，地方の実情に配慮した道路事業制度の拡充強化について，特段の配慮をお願いしたい。

① 道路特定財源の一般財源化にあたっては，地方のこれまでの一世帯当たりの道路関係諸税の負担状況を十分に踏まえつつ，
「地方重視」の観点から遅れている地方の道路整備等が着実に推進できるよう，これまで地方に配分されている財源総額の
確保など，地方の道路整備等に必要な財源を安定的かつ十分に確保する仕組みを構築すること。

② 地方の道路整備が計画的に推進できるよう「地方道路整備臨時交付金制度」を継続し，財政力の弱い地方への交付割合の更
なる引き上げをはじめ道路改良率等の新たな指標による嵩上げ等の拡充を図ること。また，地方負担の軽減を図る「地方道
路整備臨時貸付金制度」を継続し，償還時の負担軽減措置を講じること。

③ 本州四国連絡道路等に新たな料金割引が適用されているが，引き続き，整備効果を十分発揮できよう，割引制度の拡充や割
高な通行料金の恒久的な引き下げを実施すること。



様式②
今後の道路行政についての意見・提案

②－１ 地域の現状と抱える課題 徳 島 県

○現状 ○課題

《県民生活に道路は欠かせない！》 県民生活は，社会・経済活動，通勤・通学，医療・福祉など
◆車の保有台数 あらゆる分野で「道路交通」に大きく依存
・１世帯当たり：徳島県 1.44台 東京区部 0.50台
・家計占める道路特定財源の負担率: ・県南への「高速交通ネットワーク」が未整備のため，

徳島県 2.94％ 東京区部 0.77％ 物流機能の強化，産業の立地・振興に支障
◆公共交通機関（鉄道）の利用率 観光地や高度医療機関等へのアクセスが確保できない(H17貨物・旅客地域流動統計)
・徳島県 ２％ ， 東京都 ７０％ ，全国平均 ２７％ 東南海・南海地震の津波による孤立化が懸念
・旅客輸送の９８％が自動車に依存

◆四国の平日１２時間交通量上位１～３位までが徳島県 ・県都徳島市では，ラッシュ時の旅行速度が３大都市圏並みの慢
性的な交通渋滞により，通勤・通学をはじめ経済活動に支障と（H17年道路交通ｾﾝｻｽ）
なっている。

《本県の道路整備状況は，全国的にみて大きな格差がある》
・山間部では，事前通行規制区間が多く存在。豪雨等の異常気象

◆県南地域には高速道路の「空白地帯が存在」 時には度々，集落の孤立が発生。落石危険箇所も多数存在。
◆高速道路の４車線化率
・全国の高速道路の８２％が４車線以上で供用，徳島県は全 ・安全な通学路の確保

線が暫定２車線
・徳島自動車道は全国で２番目に長い暫定２車線路線 ・本州四国連絡道路等の通行料金については，本年９月より新た
（95.3km） な割引制度が適用されたものの，限定的な措置であり，整備効

◆本県の道路整備状況（平成１９年４月１日現在） 果を十分発揮することができない。
・国道・県道の改良率(5.5m以上)：

徳島県 50.2%「全国最下位」 全国平均 74.2%
・整備率： 徳島県 37.3%（全国４６位） 全国平均 56.8%
・歩道設置：徳島県 26.0%（全国４６位） 全国平均 43.2%

◆本四道路は，他の高速道路と比べ２.２～３.７倍の料金格差
・橋梁部は，陸上部に比べ「９倍以上」
・特に，明石海峡部は，陸上部に比べ「１４.４倍」も割高
・四国は運送費に占める道路使用料の割合が他圏域の約２倍 ・架設後50年を経過する県管理橋梁数（延長15m以上）が，10年

◆吉野川等の大河川が多く，分断された地域を結ぶ重要な役割 後に約２倍の約２２０橋，20年後に約４倍の３５０橋に増加。
として数多くの橋梁が整備され，道路実延長に占める橋梁延 今後，橋梁等の既存の構造物が急速に老朽化するため，道路施
長（15m以上の橋梁）の割合は，全国１２位。 設の維持管理を計画的かつ適切に行うための財源の確保が課題

◆過疎問題，限界集落 ・過疎要因として，道路事情の悪さや交通の便の悪さがある。
・ 市町村数で約５割 「面積で約７割」の地域が過疎指定 ・高齢者が安全に運転できる道路の確保が今後ますます重要。「 」，
・ 限界集落」も約２７％「



様式③
今後の道路行政についての意見・提案

②－２ 地域の目指すべき将来像 徳 島 県

徳島県では，人口減少・高齢化が進展する中，持続的で活力ある地域の実現に向け，本県の魅力や個性を十二分に引き出し，広
域的な地域間の交流・連携の強化や，地域の独自の資源を活かした産業・観光の振興を図るとともに，県民の安全で安心な暮らし
を確保するため 大都市と地方都市 地方都市と中山間地域が相互に補完・依存を図りつつ 活気にあふれる地域づくり や 安， ， ，「 」 「
全で安心な県土づくり」を推進していく。

（１）全国に誇る「先端産業」や「とくしまブランド」が育つオンリーワン徳島
， ， ， ，本県は 四国と近畿圏との接点に位置し 四国の玄関口としての地理的優位性を最大限活かし 地域資源を活かした産業

観光の振興を図るため，四国横断自動車道や阿南安芸自動車道などの「四国８の字ネットワーク」の整備や空港・港湾と高
規格幹線道路等を連結するアクセス道路の整備など，物流，交流連携のための戦略的な道路整備を推進する。
①ＬＥＤ等の先端産業をはじめ医薬品等の健康産業など全国に誇るべき産業の競争力強化。
②近畿圏等を市場とする，農産物をはじめとする新鮮で優れた「徳島ブランド」の中部圏等への更なる消費の拡大。

（２）交流人口でにぎわうとくしま
本州四国連絡道路は本州と四国を結ぶ大動脈であり，両圏域の連携や交流，物流や経済活動，文化の振興等を支える重要

な路線である。現在，本県と京阪神地域には，一日に１３０往復を上回る高速バスが行き交うなど，確実な交通輸送が実現
し，本県経済，さらにはビジネスやレジャー行動の多様化・広域化といった日常の暮らしに大きな変化をもたらしている。
一方，本州四国連絡道路の料金については，他の高速道路に比べて割高な料金設定が，物流，観光等あらゆる面で障壁と

なっている。このため，近畿・四国の更なる発展に向け，本州四国連絡道路の通行料金引き下げの恒久化を目指していく。
①近畿圏等を市場とする，農水産物をはじめとする新鮮で優れた「徳島ブランド」の中部圏等への更なる消費の拡大。
②四国八十八箇所に代表される優れた歴史・文化資源や美しい自然を有機的に結ぶアクセスの強化による観光の一層の

振興や「団塊の世代」等の交流人口の拡大。

（３）複合一貫輸送による効率的な交通システム
空港，港湾，高速道路等との有機的連携によって，人や物の交流が活発化し，多種多様な貨物輸送形態が生まれ，産業活

動の競争力が一層強化され，また，南海地震等の大規模災害時における緊急物資の輸送が迅速かつ的確に行えることから，
複合一貫的な考えもと，計画的な道路整備に取り組む。

（４）誰もが安全・安心なセーフティ社会
本県は台風の常襲地域であり，特に，平成１６年度には５個の台風が上陸し一般国道１９３号等が寸断され，中山間地域

， ， 。において多くの集落が孤立し人命が危機にさらされるなど 大きな社会損失が発生し この解消が重要な課題となっている
さらに，今後３０年間で５０％の高い確率で南海地震が発生し，最大７．８ｍに及ぶ津波が予想されており，災害に対し

て救命・救急活動や復旧・復興活動等を迅速に対応できる，災害に強い道路の確保が不可欠となっている。
このため 「命の道」として，緊急輸送道路に位置付けられている国道及び県道の早期整備を図るとともに，道の駅への，

防災機能の付加など，災害予防の観点から戦略的な防災対策に取り組む。



様式③
今後の道路行政についての意見・提案

②－２ 地域の目指すべき将来像 徳 島 県

（５）やさしく快適な交通ネットワーク
全国に先行して少子高齢化が進む本県において，多様化する行政ニーズに対応するため，行政の効率化・再編等が進めら

れる中で，行政をはじめ医療・福祉サービスが集約化されてきている。今後，これらのサービスを確保し，地域社会を維持
していく上で，高齢者にとっても，安心して運転できるネットワークが必要であり，地域を支える「生命線」としての道路
整備を推進する。

（６）既存道路ストックの適切な維持・修繕・更新
本県では，吉野川等の大河川が多く，分断された地域を結ぶ重要な役割として数多くの橋梁が整備され，道路実延長に占

める橋梁延長（１５ｍ以上の橋梁）の割合も全国１２位にランクされており，架設後５０年を経過する県管理橋梁数（延長
１５ｍ以上）が，１０年後の２０１８年に，現在の約２倍に当たる約２２０橋，２０年後の２０２８年に，約４倍に当たる
約３５０橋と大幅に増加する。

今後，橋梁等の既存の構造物が急速に老朽化するため 「橋梁長寿命化修繕計画」等により計画的かつ適切に道路施設の，
維持補修を行い，道路網の安全性及び耐久性を確保していく。



様式④
今後の道路行政についての意見・提案

③道路施策の重点事項（代表事例，期待する効果や評価等） 徳 島 県

○重点事項 ○代表事例 ○期待する効果や評価等 ○その他

・地域力の向上 ・四国横断自動車道，阿南安芸自動車道の整 ・物流機能の強化，産業・観光の振興 整備効果事例，評
備 （県外への出荷額） 価手法について別

・本州四国連絡道路の通行料金割引 ・地域間の交流・連携の強化 添参照。
・生活幹線道路である国・県道の整備 （２地域居住人口，観光入り込み客数）

（ ）・都市交通の快 ・連続立体交差事業（鉄道高架） ・通勤・通学時の渋滞対策 排気ガス削減量
適性，利便性 ・徳島市中心部における環状道路の整備 ・地域経済活動の活性化
の向上 （県外への出荷額）

・大規模な地震 ・四国横断自動車道，阿南安芸自動車道をは ・高度医療機関へのアクセスの確保
火災に強い国 じめとする緊急輸送道路の整備 ・南海地震等に備えた「命の道」の確保
土づくり等 （救急車両が安全に通行できる道路）

・良好な景観の ・道路アドプト事業，308団体登録(H20.8) ・官民協働による地域づくりの推進
形成 ・風景街道の推進 （アドプト登録団体数）

・地球温暖化の ・徳島市中心部における環状道路の整備 ・二酸化炭素の削減（排気ガス削減量）
防止 ・補助国道の整備 ・国土保全，水源かん養（森林保全面積）

・計画的・効率 ・長寿命化計画 ・施設の延命による維持修繕費の平準化
的な維持管理 （道路実延長に占める橋梁延長）
や更新の推進

（ ：評価）



都市と地方が相互補完する「新たな総合評価手法」の提案

徳 島 県
平成20年10月20日

従来の評価手法に加え，「地方の道路整備が都市圏の便益に寄与する」視点に立って，
費用便益（B／C）が１以下でも，国や地方が高度で総合的な判断のもと事業採択する～ ～



・都市と地方は，密接な互恵関係にあり，相互に補完することで支え合っている。
・特に，都市と地方が相互補完する中で，地方の道路が担っている重要な社会的役割を適切
に評価するためには，直接的効果に加え，地方の道路が担う社会的役割に対する間接的効
果を考慮する必要がある。

新たな総合評価手法の提案
～地方の道路が担う社会的役割と効果～

○従来の道路事業評価は，

直接的な効果による費用便益（B／C）≧１が前提
（「走行時間の短縮」，「走行経費の減少」，「交通事故の減少」）

○一方，地方の道路は，都市と地方を支える重要な社会的役割を担っており，

Ⅰ.「地域社会への直接的な効果」（災害・事故防止，救急救命の向上 等）

Ⅱ.「都市圏への間接的な寄与効果」（食料供給，観光振興 等）

がある。

このため，地方の道路整備については，新たな直接的効果や間接的効果を十分に踏ま
えるとともに，上位の地域計画に照らしながら，費用便益（B／C）が１以下でも，国
や地方が高度で総合的な判断によって事業採択できる仕組みとする。



「命の道」である幹線道路において，救急車，消防車がすれ違い困難な区間の存在，災害時の通行止め，医
師不足による救急搬送の広域化等の課題があり，これらの課題を解消し生命を守る安全な道路の確保による
人的損失の削減効果を便益とする。

中山間地域においては，唯一の生命線道路でも未整備区間が多数あり，落石事故，土砂崩れ等が発生してお
り，道路整備より，これらの災害・損害を軽減する効果を便益とする。

①「災害・事故防止便益」

台風や地震，津波等の自然災害による交通遮断で，生活，地域経済等に大きな損出が発生することととなり，
信頼性の高い道路の確保されることにより，交通遮断によるマイナス要因の抑制効果を便益とする。

②「交通遮断による迂回解消便益」

③「救急救命率向上便益」

・地域住民の生活基盤の向上効果を便益項目として追加する。

Ⅰ．地域社会への直接的な効果の反映



直接的な効果の具体的な算定方法

■都市部
・人口，経済・産業等が集積
・行政，医療ｻｰﾋﾞｽが多様
・交通需要が多く，様々な選
択ルートがある。

よって，
交通量に基づく便益により
評価が可能

走行時間
短縮便益

＋＋
費用便益

（B／C）

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

■地方部
・過疎化，高齢化の進展
・行政,医療ｻｰﾋﾞｽが限定
・交通需要が少ないが，
中山間地域では，ほと
んどが一本道である。

よって，
交通量に基づく便益は
小さく評価が困難

＝

＋

○地方の道路は，
・災害・事故防止
・交通遮断による経済損失の解消
・安全な救急搬送路の確保
等，社会的役割を担っており，
これらを便益として加えて，
適切に評価する。

都市部

評価されるべき
地方の道路が担う

社会便益

現行の便益

整備費＋維持管理費
地方部

(b1) (b2) (b3) (b4,b5,b6)



Ⅱ．都市圏への間接的な寄与効果の反映

⑥「雇用・定住の創出効果」

地方の農山漁村は，都市圏等へ生鮮食品（農水産物）を供給しているが，道路整備による輸送効率
の向上により，消費地である都市圏での品質確保や価格の軽減が図られる効果を指標とする。

高速交通ネットワークをはじめとする観光地へのアクセス道の整備により，定時性の確保や移動時
間の短縮等が図られ，「四国八十八箇所霊場」や「豊富な自然・文化資源」等，地方が持つ地域資
源を活かした観光地づくりの推進をはじめ，新たな観光地や観光ルートの創設，移動時間短縮によ
る観光費用の軽減，観光客数の増による経済効果など，観光交流の促進効果を指標とする。

④「生鮮食品・消費者還元効果」

⑤「観光交流の促進効果」

地方の衰退が進めば，相互補完・依存関係にある都市にも，食料供給，人材確保などの影響が及び
こととなるため，道路整備による企業の誘致や地場産業の存続・拡大など，地域を支える住民の労
働の場を確保する効果がある。さらに，労働の場が確保されることにより，都会からのＵＪＩター
ン者や二地域居住から本格的な定住に移行する人の増加効果があり，これらを指標とする。

・当面は指標として評価し，類型化した上で将来的に便益項目とする。



新たな総合評価手法

新たな直接的効
果や間接的効果
を十分に踏まえ
るとともに，上
位の地域計画等
に照らし，費用
便益（B／C）が
１以下でも，国
や地方が高度で
総合的な判断に
よって事業採択
できる仕組みと
する。

⑤観光交流の促進効果

③救命救急率向上便益

④生鮮食品・消費者還元効果

②交通遮断による迂回解消便益

○交通事故減少便益

①災害・事故防止便益

⑥雇用・定住の創出効果

○走行経費減少便益

○走行時間短縮便益

新たな便益
を加えて費
用便益分析

指標として
ランク評価

Ⅰ

直
接

的
効
果

Ⅱ

間
接
的
効
果

（b1）

（b2）

（b3）

（b4）

（b5）

（b6）

(総便益Ｂ＝Σｂi)



地方の裁量拡大による構造規格 過疎化，高齢化に対する国の財政支援措置

□ 「命の道」である現道が一本道の国道，県道
については，地域社会の生活基盤をはじめ，都
市部への食料供給等，その整備の必要性は高い。
しかしながら，過疎要因の一つでもあるよう

にその道路整備は遅れており，このままの状況
が続けば，働き手である若者の都市部への流失
など，過疎化が進展し，限界集落の拡大等が危
惧される。

■提案
「命の道」として，地域社会のあらゆる活動を

担っている過疎地域の国道・県道の整備について
は，国家的な過疎地域の支援策の一つとして，
「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関
する法律」の見直しに伴い，国の補助率等の大幅
な嵩上げを行うこと。

■提案
安全性などの観点から，国の一定の基準は必

要であるが，利用状況に応じた柔軟な歩道幅員
の採用など，道路管理者の判断による道路構造
規格の採用等，地方の裁量拡大を図ること。

例）
・沿道状況に応じた歩道幅員とし，最低
２メートル以上の規定を廃止。
・幅が広い路肩を活用した簡易的歩車道
分離による歩道の設置
・中山間地域では，曲線半径や横断勾配を
緩和し，待避所の設置を容易にする。

□ 道路構造令の緩和規定等を活用し，地域の実
情に対応しながら道路整備に取り組んでいるが，
中山間地域等の歩行者が疎らな区間での歩道幅
員等のあり方など，構造令のより柔軟な運用が
必要である。

中山間地域の「命の道」に対しての提案



地方の道路が担う社会便益項目の算定方法

①「災害・事故防止便益」

■ 中山間地域の未整備な区間が残る
生命線道路において，発生している
落石事故や災害を軽減する効果を便
益として算出。

唯一の生活道路が崩壊（国道）

②「交通遮断による迂回解消便益」

■ 道路が，山腹崩壊等による全面通行止めや異常気象時の事
前通行規制により，大幅な迂回による経済損失が発生してお
り，その損失解消を便益として算出。

イメージ図

迂回路

通常時被災箇所
×

事前通行規制区間

目的地

山間部ほど，迂回時間が
長くなる傾向にある

●算出方法

交通遮断による迂回解消便益：BT＝BU+BL

・迂回損失解消便益：BU＝Qｄ×Rd×Ut×αｊ
Qｄ：車種別交通量（台／日）
Rd ：年間通行規制日数（日／年）
Ut ：迂回で生じる損失時間（分）
αj：車種別時間価値原単位（円／分・台）
j ：車種

・経済損失解消便益：BL
BL：営業停止や操業停止による経済損失

●算出方法
災害・事故防止便益：BS＝Ds＋Dm
Ds:災害復旧事業費（億円／年）
Dm:落石等による損害賠償費（億円／年）

③救命救急率向上便益

■「命の道」である道路が，災害による全面通行止め，また
医師不足による救急搬送の広域化等により，救急搬送時間
が長くなることにより死亡率が高くなるが，交通遮断等の
解消や搬送時間短縮による人的損失削減の効果を便益とし
て算出。

●算出方法
救命救急率向上便益：BR＝Rc×σ
Rc：通行規制中の搬送者数（人／年）
σ：死亡損失額＝２．２６（億円／人）

「交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研究報告書」より

立ち往生する救急車（国道）



平野地区
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西宇
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H14山腹崩壊箇所

H16山腹崩壊箇所

H12山腹崩壊箇所

H16山腹崩壊箇所
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全面通行止（H17.2.21～3.12)

全面通行止（H14.9.1～9.2)

全面通行止（H16.5.21)

全面通行止（H12.9.15)

落石による人的被害（H20.9.16）

×
××

×

×
平野地区

西宇トンネル
栩谷

栩谷口

石畳

下モ番

折宇谷

上ミ屋地

那賀川

折宇
至　高知

至 徳島市

白瀬

西宇

未改良区間　L=4.1km

改良

現道

凡　　例

H14山腹崩壊箇所

H16山腹崩壊箇所

H12山腹崩壊箇所

H16山腹崩壊箇所

折宇橋

トンネル延長L=800m

折宇トンネル L=193m

にしう

とちだに

とちだにぐち

いしだたみ

おりう

おりうだに

しろぜ

かみやじ

しもばん

全面通行止（H17.2.21～3.12)

全面通行止（H14.9.1～9.2)

全面通行止（H16.5.21)

全面通行止（H12.9.15)

落石による人的被害（H20.9.16）

×
××

×

×

（参考）モデルケースにおける便益試算

一般国道１９５号は，「命の道」として地域の重要な役割
を担っているが，那賀町木頭の未改良区間４．１ｋｍにお
いて，落石事故や異常気象による山腹崩壊等が度々発生し，
交通遮断による集落の孤立，社会的損失を余儀なくされて
いる。

落石により運転手が重体
（H20.9.16)

道路が分断され全面通行止めに

【基本条件】
路線：一般国道
改良延長：2.9km
現道拡幅・バイパスの別：バイパス
現在価値化基準年：平成20年度
現況交通量：1200台/日

□モデルケースによる試算

●地域社会への直接的な効果を便益として評価

○便益試算結果

通学の迂回路が獣道

●都市部への間接的効果を指標として評価

基準年におけ
る現在価値

計算条件

災害・事故防止便益 １３．８億円
損害賠償費：0.005億円/年
災害復旧事業費：0.68億円/年

交通遮断による迂回解消便益 １０．５億円
年間平均通行止め期間4日
迂回による損失時間155分間

救命救急率向上便益 　４．５億円
年間平均通行止め期間4日
年間０．１人の命が救われる

合計 ２８．８億円

・生鮮食品・消費者還元効果

・観光交流の促進効果

・雇用の創出効果

費用便益比 現行値比較

現行の算出方法（①） ０．９８ －

①+災害・事故防止便益 １．１５ ＋０.１７

①+交通遮断による迂回解消便益 １．１１ ＋０.１３

①+救命救急率向上便益 １．０４ ＋０.０６

①+全ての提案した便益 １．３４ ＋０.３６
国や地方が
高度な判断
により事業
採択
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⑨医療福祉⑨医療福祉 徳島県徳島県 一般県道花園日開野線バイパス ・平成２０年２月開通一般県道花園日開野線バイパス ・平成２０年２月開通

バイパス整備により３次救急医療施設へのアクセス機能が向上

・徳島県南部から３次救急医療施設である徳島赤十
字病院までの搬送時間が短縮

・都市計画道路との一体整備により、小松島市中心
市街地と一般国道５５号を最短で結び、中心市街地
の活性化に寄与

・通学路である現道・市道の自動車交通がバイパス
へ転換し、歩行者・自転車利用者の安全性が向上

住民生活
地域社会

住民生活
地域社会

(一)花園日開野線
バイパス

◎位置図

通学路である市道の
自動車交通量が１８％減

《バイパス整備による市道の交通量の推移》

②歩行者・自転車利用者の安全性向上

※7:00～19:00交通量

市道
4,137 市道

3,377

１８％減

整備前 整備後

(単位：台)

◎中心市街地へのアクセス向上 ◎周辺道路の機能向上

バイパス周辺の主要な道路の
渋滞損失時間が４４％減

《バイパス整備による渋滞損失時間の推移》

市道
5.6

(主)小松島
佐那河内線

22.0

(主)小松島
佐那河内線

10.5

バイパス
1.8

(単位：万時間/年)

①周辺道路の渋滞が解消

市道
6.8

整備前 整備後

４４％減

《緊急時における時間経過と死亡率の関係》

救命上昇率
３５％

救命上昇率
１０％

時間経過
短縮時間 ４分

死
亡
率

M.Cara：1981.「カーラーの曲線」一部改変

(％)

◎救急患者の搬送時間短縮

バイパスの整備により約４分間の短縮
整備前１３．９分 → 整備後１０．０分
（小松島市大林地区～徳島赤十字病院の場合）

救命率が上昇

至
：小
松
島
市
大
林

自
：徳
島
市

小
松
島
佐
内
線

徳島赤十字病院

徳島小松島港
（重要港湾）

◎概要図

小
松
島
湾

(主)小松
島佐
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般
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５
５
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)宮
倉
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(都)芝生日ノ峰線
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市

中
心
市
街
地

例えば４分間の短縮により
○呼吸停止の場合 ○多量出血の場合
死亡率８５％→５０％ 死亡率１０％→０％
救命率３５％上昇 救命率１０％上昇

市
道

(一)花園日開野線
バイパス

●
●

幼稚園
小学校

高等学校

○利用交通量の増加

整備前 １６，２３０ 台
〔（主）小松島佐那河内線＋市道〕

整備後 １８，１４６ 台
〔（主）小松島佐那河内線＋市道＋バイパス〕

バイパス整備により
一般国道５５号から中心市街地への
主要な道路の利用交通量が
１１％（約１，９００台）増加

※交通量は7:00～19：00間の12時間交通量

中心市街地の活性化に寄与













整備効果

位置図 概要
一般国道４３８号府能バイパスは、平成１９年

１２月２６日に完成供用しました。
本路線は、徳島市を起点として、四国の霊峰

「剣山」の登山口である三好市東祖谷の見の越を
経由して、香川県坂出市を終点とする総延長約１
７３ｋｍの路線です。このうち、徳島県内は、約
１３６ｋｍとなっております。
今回の事業区間（現道８．１ｋｍ）は、佐那河

内村と神山町を結ぶ重要な幹線道路でありますが、
線形不良・幅員狭小（写真①）であることや府能
トンネル（写真②）の高さ制限（３．３ｍ以内）
により大型バス等の通行が不可能であることから、
交通の隘路となっておりました。
このため、新府能トンネル（１，３８７ｍ）を

含む総延長５．０ｋｍのバイパスが全線完成供用
することにより、安全・安心で快適な通行の確保
が図られると共に、観光産業の振興や地域の活性
化に大きく寄与するものと考えております。

一般国道４３８号

府能バイパス
Ｌ＝５．０km

所要時間の短縮（神山町役場～徳島本町交差点）

＜神山町役場～徳島本町交差点間の所要時間＞

安全で快適な交通の確保

一般国道４３８号府能バイパス

バイパス整備により線形不良・幅員狭小区間が解消、距離が短
縮されたことにより、神山町役場～徳島本町交差点間の所要時
間は、６５分から５２分になり、１３分間短縮されました。

また、整備前では、県道神山鮎喰線から国道１９２号（ルート②）

が主要なルートとなっていましたが、整備後には、国道４３８号
（ルート①）の方が、所要時間が短く、快適に走行できます。

現道は、線形不良・幅員狭小であ
り、現府能トンネルは高さ制限（3.3
ｍ以内）があり、大型バス等の通行
が不可能となっていましたが、バイ
パスの整備により、安全で快適な
通行が可能となり、交通量が、３．
６倍となっています。また、歩道が
整備されたことにより歩行者等の
安全性が向上が期待できます。

神山温泉、道の駅温泉の里神山等の観光施設
が近くなり、観光客の増加及び地域の活性化に
寄与していくことが期待されます。

観光産業の活性化

＜供用の有無によるBP区間の交通量の推移＞

① ②

神
山
鮎
喰
線

鬼籠野小学校

府能トンネル

神山町 佐那河内村

現道

園瀬川

音
羽
川

鬼
籠
野
川

新府能トンネル L=1,387ｍ

今回供用区間　L=5,000ｍ
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３．６倍
に増加

これまで、徳島駅と佐那河内村を結ぶ路線バス
はありましたが、隣接する神山町と佐那河内村を
直接結ぶバスルートありませんでした。しかし、バ
イパスの整備により、神山町と佐那河内村を結ぶ
路線バスが新たに開設され、地域間の交流が活
発化することが期待されます。

また、地元中学では卒業生の約９割が町外へ進
学し、大半が下宿生活を実施していますが、新た
に徳島市・佐那河内村・神山町を結ぶ路線バスが
開設され、女学生がバス通学に変更しています。
来年卒業予定者（２４名）も、「バス通学」希望者が
増加するものと、期待を寄せいています。

新たな路線バスが開設




